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(57)【要約】
【課題】記録材のいかなる部分が定着ニップ部に挟持さ
れている場合においても、ジャム処理作業時に定着ニッ
プ部の圧力をより確実に解除し、記録材の破損を防止し
、定着手段の構成部材にもダメージを与えること無くジ
ャム処理作業が行える画像形成装置を提供する。
【解決手段】装置の前側後側にそれぞれ開閉可能に装置
前側開閉部３２及び装置後側開閉部３３が設けられ、そ
れぞれの開閉部に対して、開閉部の開閉状態を検知する
検知手段、定着ニップ部の加圧力を解除する圧解除手段
、及び、開閉部と圧解除手段とを連動させる連動手段が
設けられ、装置前側開閉部３２及び装置後側開閉部３３
のうち少なくともいずれか一方の開閉部材の開動作が行
われた場合、前記開動作に連動して定着ニップ部の加圧
力が解除されるとともに、制御部により画像形成動作が
規制される。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録材に未定着画像を形成する画像形成手段と、
　未定着画像が形成された記録材を、圧付与手段により加圧力が付与されたニップ部で挟
持搬送して前記未定着画像を前記記録材に定着させる定着手段と、
　を備えた画像形成装置において、
　前記ニップ部で挟持搬送される記録材の搬送方向に対して交差する装置本体の２つの側
面のうち一方の側面に設けられ、装置本体に対して開閉可能な第１開閉部材と、
　前記２つの側面のうち他方の側面に設けられ、装置本体に対して開閉可能な第２開閉部
材と、
　前記ニップ部の加圧力を解除する第１圧解除手段と、
　前記ニップ部の加圧力を解除する第２圧解除手段と、
　前記第１開閉部材の開動作と前記第１圧解除手段の圧解除動作とを連動させる第１連動
手段と、
　前記第２開閉部材の開動作と前記第２圧解除手段の圧解除動作とを連動させる第２連動
手段と、
　前記第１開閉部材の開閉状態を検知する第１検知手段と、
　前記第２開閉部材の開閉状態を検知する第２検知手段と、
　前記第１検知手段及び前記第２検知手段のうち少なくともいずれか一方の検知手段によ
り、前記第１開閉部材及び前記第２開閉部材のうち少なくともいずれか一方の開閉部材が
開状態にあると検知された場合に、前記画像形成手段による画像形成動作を規制する制御
手段と、
を備え、
　前記第１開閉部材及び前記第２開閉部材のうち少なくともいずれか一方の開閉部材の開
動作が行われた場合、前記開動作に連動して前記ニップ部の加圧力が解除されるとともに
、前記制御手段により前記画像形成動作が規制されることを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記第１検知手段及び前記第２検知手段のうち少なくともいずれか一方の検知手段は、
記録材搬送経路を搬送される記録材を検知する記録材検知手段、及び、前記一方の検知手
段に対応する開閉部材の開動作と前記記録材検知手段の検知動作とを連動させる第３連動
手段により構成されていることを特徴とする請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記圧付与手段により前記ニップ部に付与された加圧力は、前記第１開閉部材及び前記
第２開閉部材のうち少なくともいずれか一方が開放された際に、開放された開閉部材にか
かる力の反力として作用することを特徴とする請求項１又は２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記第１圧解除手段の圧解除量と前記第２圧解除手段の圧解除量とは、前記第１開閉部
材が開放された場合に前記第１開閉部材にかかる力と、前記第２開閉部材が開放された場
合に前記第２開閉部材にかかる力とのうち大きな力がかかる開閉部材に対応する圧解除手
段の圧解除量の方が大きくなるように設けられていることを特徴とする請求項１乃至３の
いずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項５】
　前記第１開閉部材は、装置本体の外装と、記録材を収容可能に設けられ前記画像形成手
段に記録材を給送する給送ユニットと、記録材搬送経路に沿って設けられ記録材をガイド
する記録材ガイド部材とを含み、
　前記第２開閉部材は、装置本体の外装と、記録材搬送経路に沿って設けられ記録材をガ
イドする記録材ガイド部材とを含み、
　前記第１圧解除手段の圧解除量の大きさは、前記第２圧解除手段の圧解除量の大きさよ
りも大きくなるように設けられていることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に
記載の画像形成装置。
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【請求項６】
　前記第１圧解除手段と前記第２圧解除手段とは、同一の手段であり、
　前記第１連動手段は、前記第２連動手段を含むことを特徴とする請求項１乃至５のいず
れか１項に記載の画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シート等の記録材上に画像を形成する機能を備えた、例えば、複写機、プリ
ンタ、ファクシミリなどの画像形成装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、複写機・プリンタ・ファクシミリなどの画像形成装置においては、電子写真・静
電記録・磁気記録等の作像プロセス手段により記録材に転写方式または直接方式で未定着
可視像を形成する。そして、記録材上の未定着可視像を定着手段で永久固着像として記録
材を画像形成物として出力する。
【０００３】
　定着手段としては、記録材を定着ニップで挟持搬送して記録材を加熱・加圧することに
より、可視像を記録材に定着させる、熱ローラ方式、フィルム加熱方式等の接触加熱方式
の定着装置が広く用いられている。
【０００４】
　これらの接触加熱方式の定着装置を用いた画像形成装置では、この定着装置内で記録材
のジャムが発生した場合には、画像形成装置本体に対して開閉可能で定着装置部分を開放
するよう、定着装置近傍に設けられた開閉部を開き、詰まった記録材の除去を行う。
【０００５】
　この時、定着ニップ部には加圧力がかかっている為、不用意に記録材を除去しようとす
ると、記録材を破損させ、破損した記録材片が装置内に残留し、定着装置の部品にダメー
ジを与える可能性があった。
【０００６】
　そこで、特許文献１，２では、定着装置用紙搬送方向下流側近傍に設けられた開閉部の
開閉動作と連動して定着ニップ部の加圧力を解除するような機構が開示されている。また
、特許文献３では定着装置へのアクセスが画像形成装置前方からに限られた構成の場合に
、作像プロセス手段の脱着に連動して定着ニップ圧を解除、セットする機構が開示されて
いる。
【特許文献１】特開２００２－２９６４８号公報
【特許文献２】特開２００７－３３８９７号公報
【特許文献３】特開平８－１２９３１８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上記のような従来の構成では、ジャムした記録材の位置によっては記録
材を除去し難い場合がある。
【０００８】
　例えば、定着ニップ部に記録材先端が挟持された状態でジャムが検知された場合、記録
材搬送方向後方に設けられた開閉部から記録材を除去しようとした場合、定着ニップ圧が
解除されていても、記録材先端をつかみ記録材搬送方向へ引き抜くことは困難である。こ
れは、安全面の問題から作業者が定着ニップ部近傍を直接触れられない様に構成されてい
るためである。
【０００９】
　従って作業者は、後方の開閉部を開き、定着ニップ部の圧力を解除した後に画像形成装
置前側の開閉部を開き、記録材の後端をつかみ記録材搬送方向とは逆方向に引き抜いて記
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録材を除去する必要がある。
【００１０】
　また、定着装置へのアクセスが装置前方方向からに限られる場合も、記録材後端が定着
ニップ部に挟持された状態でジャムが検知された場合には、次のようにして記録材を引き
抜く必要がある。すなわち、画像形成装置前方の開閉部材を開け、作像プロセス部を画像
形成装置から取り外し、定着ニップ部の圧力を解除した後に、排出口から記録材搬送方向
に記録材を引き抜く必要がある。
【００１１】
　本発明は上記したような事情に鑑みてなされたものであり、次に示す画像形成装置を提
供することを目的とする。それは、記録材のいかなる部分が定着ニップ部に挟持されてい
る場合においても、ジャム処理作業時に定着ニップ部の圧力をより確実に解除し、記録材
の破損を防止し、定着手段の構成部材にもダメージを与えること無くジャム処理作業が行
える画像形成装置である。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記目的を達成するために本発明にあっては、
　記録材に未定着画像を形成する画像形成手段と、
　未定着画像が形成された記録材を、圧付与手段により加圧力が付与されたニップ部で挟
持搬送して前記未定着画像を前記記録材に定着させる定着手段と、
　を備えた画像形成装置において、
　前記ニップ部で挟持搬送される記録材の搬送方向に対して交差する装置本体の２つの側
面のうち一方の側面に設けられ、装置本体に対して開閉可能な第１開閉部材と、
　前記２つの側面のうち他方の側面に設けられ、装置本体に対して開閉可能な第２開閉部
材と、
　前記ニップ部の加圧力を解除する第１圧解除手段と、
　前記ニップ部の加圧力を解除する第２圧解除手段と、
　前記第１開閉部材の開動作と前記第１圧解除手段の圧解除動作とを連動させる第１連動
手段と、
　前記第２開閉部材の開動作と前記第２圧解除手段の圧解除動作とを連動させる第２連動
手段と、
　前記第１開閉部材の開閉状態を検知する第１検知手段と、
　前記第２開閉部材の開閉状態を検知する第２検知手段と、
　前記第１検知手段及び前記第２検知手段のうち少なくともいずれか一方の検知手段によ
り、前記第１開閉部材及び前記第２開閉部材のうち少なくともいずれか一方の開閉部材が
開状態にあると検知された場合に、前記画像形成手段による画像形成動作を規制する制御
手段と、
を備え、
　前記第１開閉部材及び前記第２開閉部材のうち少なくともいずれか一方の開閉部材の開
動作が行われた場合、前記開動作に連動して前記ニップ部の加圧力が解除されるとともに
、前記制御手段により前記画像形成動作が規制されることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、記録材のいかなる部分が定着ニップ部に挟持されている場合でも、ジ
ャム処理作業時に定着ニップ部の圧力をより確実に解除し、記録材の破損を防止し、定着
手段の構成部材にもダメージを与えること無くジャム処理作業が行うことが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下に図面を参照して、この発明を実施するための最良の形態を例示的に詳しく説明す
る。ただし、この実施の形態に記載されている構成部品の寸法、材質、形状それらの相対
配置などは、発明が適用される装置の構成や各種条件により適宜変更されるべきものであ
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り、この発明の範囲を以下の実施の形態に限定する趣旨のものではない。
【００１５】
　本発明は、記録材に未定着画像を形成し、その未定着画像を定着手段のニップ部で挟持
搬送することにより加熱、加圧することにより、記録材に定着させ機外へ排出する、プリ
ンタ、複写機、ファクシミリ等の画像形成装置に関するものである。
【実施例１】
【００１６】
　以下、本発明の実施例１を図面に基づいて説明する。
【００１７】
　図１は、本発明の実施例１に係る画像形成装置の概略構成を示す断面図である。本実施
例の画像形成装置は転写式電子写真方式のレーザビームプリンタである。
【００１８】
　まず、図１を用いて本実施例の画像形成装置の全体的な構成について説明する。
【００１９】
　プリント開始の信号が装置に入力されると、レーザスキャナ３１が画像情報に応じたレ
ーザ光を、図１において反時計回りに回転している感光ドラムＤの表面上に照射し、感光
ドラムＤの表面上に静電潜像が形成される。この静電潜像は現像部３０によりトナー現像
される。なお、以下の説明では、図１に示す断面の状態において、反時計回り、時計回り
をいうものとする。
【００２０】
　また、プリント開始の信号が画像形成装置に入力されると、図示しない記録材積載部に
収納されている記録材Ｓが時計回りに回転する給送ローラＲ１によって最上位の記録材か
ら順に繰り出される。
【００２１】
　繰り出された記録材Ｓは、搬送ローラ対Ｒ２，Ｒ３によって感光ドラムＤと転写ローラ
ＴＲの間の転写部に送られる。転写部を通過する記録材Ｓには感光ドラムＤの表面上に形
成されたトナー像が転写ローラによって転写されていく。転写部を通過することで未定着
のトナー像（未定着画像）が形成された記録材Ｓは定着手段としての定着装置へと送られ
る。ここで、感光ドラムＤ、現像部３０及び転写ローラＴＲは、画像形成手段に相当する
。
【００２２】
　定着装置で記録材Ｓは加圧ローラ２１と加熱ユニット２２で形成される定着ニップ部（
ニップ部）で挟持され、加熱加圧されることにより、転写されたトナー像が記録材表面に
定着される。定着装置を通過した記録材Ｓは作業者（操作者）により選択された排出部か
ら排出される。
【００２３】
　図２は、本実施例の画像形成装置の装置前側に設けられた装置前側開閉部３２と、定着
ニップ部の圧解除手段との連動部を示している。図３は、本実施例において、装置前側開
閉部３２の開状態における圧解除手段の連動部を示している。ここで、装置前側開閉部３
２は、定着ニップ部で挟持搬送される記録材の搬送方向に対して交差する装置本体の２つ
の側面のうち一方の側面に設けられ、装置本体に対して開閉可能に設けられた第１開閉部
材に相当する。
【００２４】
　定着部の加熱ユニット２２が、圧付与手段としての加圧板２７及び加圧バネ２８により
加圧ローラ２１に押圧されることで、定着ニップ部には加圧力が付与されている。装置前
側開閉部３２は、画像形成装置に対して支点（支持部）ａを中心に反時計回りに回動する
ように配設されており、リンクアーム小１１、リンクアーム大１２、リンクギア２３、ア
イドラギア２４、アイドラギア２５を介して圧解除カム２６に連結されている。ここで、
リンクアーム小１１、リンクアーム大１２、リンクギア２３、アイドラギア２４、アイド
ラギア２５は、装置前側開閉部３２の開動作と、圧解除カム２６の圧解除動作を連動させ



(6) JP 2010-38952 A 2010.2.18

10

20

30

40

50

る第１連動手段に相当する。また、圧解除カム２６は、第１圧解除手段に相当する。
【００２５】
　リンクアーム小１１は装置前側開閉部３２と連結部ｂで、リンクアーム大１２とは連結
部ｃで回動可能に連結されている。また、リンクアーム大１２は、図示しない保持部材に
よって水平方向にだけ往復移動可能に保持されている。
【００２６】
　リンクギア２３は、支点ｄを中心に回動可能に連結部ｅによってリンクアーム大１２と
連結されている。リンクギア２３の扇形部は歯車歯型を有しており、アイドラギア２４、
アイドラギア２５に回転モーメントを伝達する。また、圧解除カム２６の扇形部は歯車歯
型を有しており、アイドラギア２５と連結されている。
【００２７】
　装置前側開閉部３２を反時計回りに回転させると、各伝達部材を介して圧解除カム２６
が反時計回りに回転することで加圧板２７と当接し、さらに加圧板２７を押し上げること
で（図３に示す点線の位置から実線の位置に移動）、定着ニップ部の圧力が解除される。
ここで、装置前側開閉部３２の開動作によって圧解除カム２６が加圧板２７を押し上げる
場合、加圧バネ２８により定着ニップ部に付与された加圧力が、開放された装置前側開閉
部３２にかかる力（支点ａに作用する力）の反力（抗力）として作用することとなる。
【００２８】
　装置前側開閉部３２と画像形成装置本体との間には、レーザスキャナからのレーザ光漏
れや、動作中の駆動歯車へのユーザアクセス防止等の安全面への配慮から、第１検知手段
として図示しないインターロックスイッチ機構の安全装置が設けられている。
【００２９】
　このことにより、装置前側開閉部３２が開放された場合にはプリント動作（画像形成動
作）が規制（禁止）され、装置前側開閉部３２が閉じられない限り、プリント待機状態、
及びプリント動作が再開されることは無い。この為、定着ニップ部の圧力が解除されたま
まの状態でプリント動作が開始することはない。
【００３０】
　図４は、本実施例の画像形成装置の装置後側に設けられた装置後側開閉部３３と定着ニ
ップ部の圧解除手段との連動部を示している。図５は、本実施例において、装置後側開閉
部３３の開状態における圧解除手段の連動部を示している。ここで、装置後側開閉部３３
は、定着ニップ部で挟持搬送される記録材の搬送方向に対して交差する装置本体の２つの
側面のうち他方の側面に設けられ、装置本体に対して開閉可能に設けられた第２開閉部材
に相当する。
【００３１】
　装置後側開閉部３３は、支点ｆを中心に時計回りに回動するように配設されている。圧
解除アーム２９は、図示しない保持部材によりｈ方向にだけ往復移動可能に保持されてい
る。
【００３２】
　装置後側開閉部３３を時計回りに回転させると、装置後側開閉部３３のカム形状ｇが圧
解除アーム２９と当接し、圧解除アーム２９をｈ方向に押し上げる。押し上げられた圧解
除アーム２９は加圧板２７と当接し、さらに加圧板２７を押し上げることで、定着ニップ
部の圧力が解除される。ここで、装置後側開閉部３３の開動作によって圧解除アーム２９
が加圧板２７を押し上げる場合、加圧バネ２８により定着ニップ部に付与された加圧力が
、開放された装置後側開閉部３３にかかる力（支点ｆに作用する力）の反力として作用す
ることとなる。装置後側開閉部３３のカム形状ｇは、装置後側開閉部３３の開動作と、圧
解除アーム２９の圧解除動作とを連動させる第２連動手段に相当する。また、圧解除アー
ム２９は、第２圧解除手段に相当する。
【００３３】
　図６は、装置後側開閉部３３と装置後側開閉検知手段との連動部を示す概略図であり、
（ａ）は装置後側開閉部３３の閉状態を示し、（ｂ）は装置後側開閉部３３の開状態をし
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めしている。
【００３４】
　本実施例においては、装置後側開閉検知手段（第２検知手段）として、定着部出口（下
流側）に配設された排出センサを用いている。排出センサは、フォトインタラプタ４２、
斜光フラグ４３、定着排出ガイド４４ａと図示しないセンサバネにより構成されており、
記録材搬送経路を搬送される記録材を検知する記録材検知手段に相当する。
【００３５】
　フォトインタラプタ４２は、定着排出ガイド４４ａの下部に配置されている。斜光フラ
グ４３は記録材幅方向に伸びた軸部を中心として回動可能に定着排出ガイド４４ａに保持
されており、図示しないバネの押圧力により、待機中は斜光フラグ４３の斜光部がフォト
インタラプタ４２の発光部と受光部を遮蔽する姿勢で保持されている。ここで、記録材幅
方向とは、記録材の搬送方向に対して略直交する記録材の幅方向をいう。
【００３６】
　記録材が定着ニップ部を通過すると、記録材先端が斜光フラグ４３と接触し、斜光フラ
グ４３は定着排出ガイド４４ａと係合された軸を中心に時計回りに回転し、斜光フラグ４
３の斜光部が移動する。このことで、フォトインタラプタ４２の発光部と受光部との間で
信号の受け渡しが行われ、その信号が画像形成装置の制御手段としての制御部に入力され
る。
【００３７】
　何らかの原因でジャムが発生し、記録材が定着部に滞留した場合、斜光フラグ４３は回
転した位置に保持され、フォトインタラプタ４２からは連続して制御部に信号が入力され
る。この信号が一定時間以上出力された場合には、制御部はプリント動作を停止する。
【００３８】
　センサリンク４０は定着排出ガイド４４ａに支点ｊを中心に回動可能かつ、定着排出ガ
イド４４ａに設けられた爪部４４ｂとセンサリンク４０の爪部とに両端を係合されたセン
サリンクバネ４１により、引っ張り方向の力を受けた状態で保持されている。ここで、セ
ンサリンク４０は、装置後側開閉部３３の開動作と、排出センサの検知動作とを連動させ
る第３連動手段に相当する。
【００３９】
　装置後側開閉部３３が閉じた状態では、図６（ａ）に示すように、センサリンク４０と
装置後側開閉部３３とは当接しており、斜光フラグ４３は定着ニップ部を通過した記録材
を検知可能な姿勢で保持される。
【００４０】
　装置後側開閉部３３が開いた状態においては、図６（ｂ）に示すように、センサリンク
４０と装置後側開閉部３３が離間するため、センサリンク４０はセンサリンクバネ４１の
引っ張り力により、図６（ｂ）に示す矢印方向に回動し斜光フラグ４３に当接する。
【００４１】
　センサリンク４０から回転モーメントを受けた斜光フラグ４３は、定着排出ガイド４４
ａに係合された軸を中心に時計回りに回転することで、斜光フラグ４３の斜光部が移動し
、フォトインタラプタ４２の発光部と受光部の間で信号の受け渡しが行われる。この信号
が一定時間以上出力された場合には、制御部はプリント動作を停止する。
【００４２】
　このように構成することにより、作業者が装置後側開閉部３３を開き、定着部に滞留し
た記録材を除去した場合にも、画像形成装置は動作停止状態が維持されるため、定着ニッ
プ部の圧力が解除された状態でプリント動作が再開されることはない。
【００４３】
　したがって、記録材のいかなる部分が定着ニップ部に挟持されている場合においても、
作業者のジャム処理作業時に確実に定着ニップ部の圧力を解除し、記録材の破損を予防し
、定着装置の構成部材にもダメージを与えること無くジャム処理作業が行える。
【００４４】
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　また、近年、画像形成装置の小型化が進み、装置前側開閉部３２は装置外装、マルチサ
イズ給送ユニット、記録材搬送ガイド等の複数の部材からなる場合も多々ある。そのため
、部品自重により、装置前側開閉部３２の支点ａに負荷がかかることが懸念される。ここ
で、マルチサイズ給送ユニットは、記録材を収容可能に設けられ画像形成手段に記録材を
給送する給送ユニットに相当する。また、記録材搬送ガイドは、記録材搬送経路に沿って
設けられ記録材をガイドする記録材ガイド部材に相当する。
【００４５】
　そこで、装置前側開閉部３２を開けた際の定着ニップ圧解除量Ｐ１と、装置後側開閉部
３３を開けた際の定着ニップ圧解除量Ｐ２が、Ｐ１＞Ｐ２となるように圧解除カム２６の
回動量と圧解除アーム２９の移動量を設定するとよい。
【００４６】
　このように設定することで、前後どちらの開閉部を先に開けた場合においても、定着ニ
ップ部の加圧力が、装置前側開閉部３２を開けた際に装置前側開閉部３２の支点ａに係る
回転モーメントの反力となりダンパ効果を得ることが可能となる。
【００４７】
　このように、圧解除カム２６の回動量（圧解除量）と圧解除アーム２９の移動量（圧解
除量）とは、次に示すような開閉部材に対応する圧解除手段の圧解除量の方が大きくなる
ように設定されているとよい。それは、装置前側開閉部３２を開けた際に装置前側開閉部
３２にかかる力（支点ａに作用する力）と、装置後側開閉部３３を開けた際に装置後側開
閉部３３に係る力（支点ｆに作用する力）とのうち大きな力がかかる開閉部材である。
【００４８】
　なお、本実施例においては、装置前側開閉部３２と画像形成装置本体との間には、イン
ターロックスイッチ機構の安全装置を設けることで、装置前側開閉部３２の開閉状態を検
知していたが、これに限るものではない。すなわち、装置後側開閉部３３の開閉検知同様
、記録材搬送経路を搬送される記録材を検知する記録材検知手段を用いる（利用する、兼
用する）ものであってもよい。
【実施例２】
【００４９】
　次に、本発明の実施例２について説明する。
【００５０】
　図７は、本実施例において、装置前側開閉部３２及び装置後側開閉部３３と、定着ニッ
プ部の圧解除手段との連動部を示した図であり、
る。図８は、装置後側開閉部を開けた際に発生する回転モーメントを装置前側開閉部との
連動部への伝達を遮断する構成を説明するための図であって、前側伝達ギア２４ａ、後側
伝達ギア２４ｂの概略構成を説明するための図である。また、図８において、（ａ）は、
前側伝達ギア２４ａ側（図７に示す図面の手前側）から見た斜視図であり、（ｂ）は圧縮
バネ２４ｃ側から見た斜視図である。なお、本実施例の画像形成装置の基本構成は、実施
例１と同様のため、本実施例においては、実施例１に対して異なる構成部分について述べ
ることとし、実施例１と同様の構成部分については、その説明を省略する。
【００５１】
　装置前側開閉部３２は、画像形成装置に対して支点ａを中心に反時計回りに回動するよ
うに配設されている。そして、装置前側開閉部３２は、リンクアーム小１１、リンクアー
ム大１２、リンクギア２３、前側伝達ギア２４ａ、後側伝達ギア２４ｂ、アイドラギア２
５を介して圧解除カム２６に連結されている。ここで、リンクアーム小１１、リンクアー
ム大１２、リンクギア２３、前側伝達ギア２４ａ、後側伝達ギア２４ｂ、アイドラギア２
５は、装置前側開閉部３２の開動作と、圧解除カム２６の圧解除動作とを連動させる第１
連動手段に相当する。
【００５２】
　リンクアーム小１１は装置前側開閉部３２と連結部ｂで、リンクアーム大１２とは連結
部ｃで回動可能に連結されている。また、リンクアーム大１２は、図示しない保持部材に
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よって水平方向にだけ往復移動可能に保持されている。
【００５３】
　リンクギア２３は、支点ｄを中心に回動可能に連結部ｅによってリンクアーム大１２と
連結されている。リンクギア２３の扇形部は歯車歯型を有しており、前側伝達ギア２４ａ
に回転モーメントを伝達する。
【００５４】
　前側伝達ギア２４ａと後側伝達ギア２４ｂは、互いに接する接触面（軸方向に略直交す
る面）に、前側伝達ギア２４ａから後側伝達ギア２４ｂに反時計回りの回転モーメントの
みが伝達されるように係合凹部２４ａ１、係合凸部２４ｂ１がそれぞれ設けられている。
【００５５】
　係合凹部２４ａ１は、周方向に対して略垂直をなす平面部２４ａ２と、平面部２４ａ２
から周方向に延びて、接触面まで傾斜して設けられた傾斜部２４ａ３とから構成されてい
る。
【００５６】
　係合凸部２４ｂ１は、周方向に対して略垂直をなす平面部２４ｂ２と、平面部２４ｂ２
から周方向に延びて、接触面まで傾斜して設けられた傾斜部２４ｂ３とから構成されてい
る。
【００５７】
　そして、前側伝達ギア２４ａと後側伝達ギア２４ｂは、圧縮バネ２４ｃにより、係合凹
部２４ａ１と係合凸部２４ｂ１とが互いに係合する方向に押圧されている。
【００５８】
　前側伝達ギア２４ａに反時計回りの回転モーメントが作用した場合、係合凹部２４ａ１
の平面部２４ａ２と、係合凸部２４ｂ１の平面部２４ｂ２とが係合する（噛み合う）こと
により、前側伝達ギア２４ａから後側伝達ギア２４ｂに回転モーメントが伝達される。
【００５９】
　ここで、前側伝達ギア２４ａに時計回りの回転モーメントが作用した場合、又は、後側
伝達ギア２４ｂに反時計回りの回転モーメントが作用した場合、係合凹部２４ａ１と係合
凸部２４ｂ１とは、互いに滑り、一方が回転しながら当接離間を繰り返すこととなる。こ
の場合、圧縮バネ２４ｃの押圧力に抗して係合状態が解除される方向、すなわち回転軸方
向であって、互いに離間する方向に前側伝達ギア２４ａ又は後側伝達ギア２４ｂが移動（
スライド）する。この為、前側伝達ギア２４ａと後側伝達ギア２４ｂとの間で、回転モー
メントの伝達が行われることはない。
【００６０】
　また、圧解除カム２６の扇形部は歯車歯型を有しており、アイドラギア２５と連結され
ている。装置前側開閉部３２を反時計回りに回転させると、各伝達部材を介して圧解除カ
ム２６が反時計回りに回転することで加圧板２７と当接し、さらに加圧板２７を押し上げ
ることで、定着ニップ部の圧力が解除される。
【００６１】
　装置後側開閉部３３は、支点ｆを中心に時計回りに回動するよう配設されており、扇形
部には歯車歯型を有している。
【００６２】
　装置後側開閉部３３を時計回りに回転させると、装置後側開閉部３３の歯車歯型部もと
もに支点ｆを中心に回転し、後側伝達ギア２４ｂと噛合うこととなる。
【００６３】
　これにより、後側伝達ギア２４ｂに反時計回りの方向の回転モーメントが付与され、ア
イドラギア２５を介して圧解除カム２６が反時計回りに回転することで加圧板２７と当接
し、さらに加圧板２７を押し上げることで、定着ニップ部の圧力が解除される。
【００６４】
　この時、前側伝達ギア２４ａと、後側伝達ギア２４ｂの伝達面の斜面同士、すなわち、
係合凹部２４ａ１と係合凸部２４ｂ１とは、上述したように互いに滑ることとなる。この
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場合、圧縮バネ２４ｃの押圧力に抗して係合状態が解除される方向、すなわち回転軸方向
に後側伝達ギア２４ｂが移動する為、前側伝達ギア２４ａには回転モーメントが付与され
ない。
【００６５】
　ここで、後側伝達ギア２４ｂ及びアイドラギア２５は、装置後側開閉部３３の開動作と
、圧解除カム２６の圧解除動作とを連動させる第２連動手段に相当する。
【００６６】
　本実施例では、上述したように、装置前側開閉部３２の開動作と圧解除動作とを連動さ
せる第１連動手段は、装置後側開閉部３３の開動作と圧解除動作とを連動させる第２連動
手段を含んでいる。このような構成は、装置後側開閉部３３が、装置前側開閉部３２より
も定着装置から近い位置に配設されることで容易に実現可能となる。
【００６７】
　このように構成することで、単一（同一）の圧解除手段で、装置前側後側両方の開閉部
材の開動作に連動して定着ニップ部の加圧力を解除可能となる。
【００６８】
　したがって、本実施例の画像形成装置においては、実施例１の画像形成装置の構成より
も簡単な構成で、実施例１と同様の効果を得ることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】実施例１における画像形成装置の概略構成を示す断面図。
【図２】実施例１における装置前側開閉部と圧解除手段との連動部を示す概略図。
【図３】実施例１において、装置前側開閉部の開状態における圧解除手段の連動部を示す
概略図。
【図４】実施例１における装置後側開閉部と圧解除手段との連動部を示す概略図。
【図５】実施例１において、装置後側開閉部の開状態における圧解除手段の連動部を示す
概略図。
【図６】実施例１における装置後側開閉部と開閉検知手段との連動部を示す概略図。
【図７】実施例２における装置前側開閉部及び装置後側開閉部と、圧解除手段との連動部
を示す概略図。
【図８】実施例２における前側伝達ギア、後側伝達ギアの概略構成を説明するための図。
【符号の説明】
【００７０】
　１１　リンクアーム小
　１２　リンクアーム大
　２１　加圧ローラ
　２２　加熱ユニット
　２３　リンクギア、
　２４　アイドラギア
　２５　アイドラギア
　２６　圧解除カム
　２８　加圧板２７及び加圧バネ
　２９　圧解除アーム
　３０　現像部
　３２　装置前側開閉部
　３３　装置後側開閉部
　４２　フォトインタラプタ
　４３　斜光フラグ
　４４ａ　定着排出ガイド
　ｇ　カム形状
　Ｄ　感光ドラム
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　Ｓ　記録材
　ＴＲ　転写ローラ
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